
1　目　的

　　センターに設置してある電気設備の機能を安全かつ良好に維持するため、電気通信事業法に

　基づき適切な点検を実施することにより、センター業務の円滑な運営に寄与する。

2　業務場所

　　宇都宮市陽南４丁目９番１３号　地方独立行政法人栃木県立がんセンター

3　点検内容

　　以下の設備について、年１回の法定点検を行う。

　なお、（１）受変電設備の点検を行う場合の停電時間は１時間を目安として、土曜日の

　午後２時以降の時間帯に設定すること。

　（１）　受変電設備　（年１回）

　　　①　本館及び新館の受電所

　　　②　管理棟の変電所

　　　③　研究棟の変電所

　　　④　高圧引込み　ＵＧＳ

　（２）　電気負荷設備　（年１回）

　　　２次側動力盤，分電盤の絶縁測定

4　業務工程表の提出

　　受託者は、点検作業等を行う際、事前に業務工程表を作成しセンターに提出しなければ

　ならない。

5　留意事項

　　センターの業務に支障をきたすおそれのある作業等については、センターの指定する

　日時に行うよう調整すること。又、何らかの指示があった場合には、その指示に従うこと。

6　点検報告書の提出

　　受託者はセンターに試験成績表を添付した点検報告書を点検完了後、３０日以内に提出する

　ものとする。

７　不良箇所の処置

　点検等の結果、不良箇所がある場合には、直ちにセンターに報告しなければならない。
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